
古
代
の
宗
像
地
域
の
実
像
に
迫
る
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
史
料
の
制
約
か
ら
簡
単
な
こ

と
で
は
な
い
。
古
代
史
料
は
中
央
の
政
府
も
し
く
は
支
配
者
層
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
、
特
定
の
地
域
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
、
ま
た
現
在
の
と
こ
ろ
宗

像
地
域
で
は
木
簡
や
墨
書
土
器
な
ど
の
出
土
文
字
資
料
に
も
乏
し
い。
そ
の
中
で
、
古

代
か
ら
の
記
憶
を
現
代
ま
で
伝
え
て
い
る
場
合
も
多
い
地
名
は
、
古
代
の
宗
像
を
考
え

る
上
で
残
さ
れ
た
数
少
な
い
よ
す
が
で
あ
る
。
元
の
場
所
か
ら
移
動
し
た
も
の
や
後
か

ら
復
古
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
な
ど
、
地
名
の
由
来
に
は
様
々
な
場
合
が

あ
る
こ
と
に
は
十
分
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
近
年
の
考
古
学
・
歴
史
地
理
学
的

な
成
果
も
参
照
し
な
が
ら
、
古
代
の
宗
像
郡
に
お
け
る
郷
や
駅
の
名
称
及
び
そ
の
所
在

地
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
従
来
の
説
の
検
証
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

古
代
の
郡
郷
や
駅
に
つ
い
て
は
、
十
世
紀
に
ま
と
め
ら
れ
た
辞
書
（
事
典
）
で
あ
る
『
和

名
類
緊
抄
』
郷
里
部
の
郷
名
、
同
じ
く
十
世
紀
の
法
令
集
『
延
喜
式
」
（
巻二十
八
、
兵

部
省
）
に
載
る
駅
名
が
基
本
史
料
で
あ
る
（
以
下
和
名
抄
・
延
喜
式
と
称
し
た
場
合
は

特
記
し
な
い
限
り
上
記
の
両
史
料
を
指
す
）
。
駅
名
に
つ
い
て
は
、
高
山
寺
本
（
高
本
）

『
和
名
類
緊
抄
』
に
も
全
国
の
駅
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
九
世
紀
頃
に
存
在
し

た
郷
や
駅
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
八
世
紀
に
遡
る

(1
)
0

は
じ
め
に

古
代
宗
像
郡
郷
名
駅
名
考
証
（
一
）

（馬
渕
和
夫
編
著
「古
写
本
和
名
類
緊
抄
集
成
」よ
り
）

図
二
大
東
急
記
念
文

庫
本
「
和名
類
緊
抄
」巻
九
、
筑
前
国
宗
像
郡

.. 
』

9ヽ . .. 亨ー ．

九 •土・

辛
家

小
荒

和
名
抄
が
宗
像
郡
と
し
て
挙
げ
る
郷
名
は左
の
通
り

で
あ
る
。

と

あ
き

や

ま

た

秋
（
安
支
）
訓
闘（也
万
多
）
恰
土
（
伊
度
）

あ
ら
し
あ

ら

し
の

さ
か

あ
ら

き

荒
判
（
安
良
之
・
阿
良
之
）
野
城
（
乃
佐
加
）
荒
木
（
安
良
木）

あ
ま
あ
ま
む
し

ろ
う
ち
む

し
ろ
う

ち

海
部
（
阿
末
・
安
万
）
席
内
（
元
之
呂
宇
治
·
牟
之
路
宇
知
）

ふ

か
た
み
の
ふ

深
田
（
布
加
多
）
蓑
生
（
美
乃
布
）

大
荒

大
高

津
九

広
和
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像
を
把
握
す
る
一
助
と
し
た
い
。

筑
前
国
は
お
ろ
か
、
西
海
道
で
み
て
も
最
多
の
十
四
郷
が
記
さ
れ
る
宗
像
郡
に
お
い

て
、
割
合
多
く
の
郷
名
が
今
に
至
る
ま
で
保
持
さ
れ
（
確
実
な
も
の
に
傍
線
を
付
し

た
）
、
大
字
と
し
て
近
代
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
現
在
に
伝
わ
ら
ず
有
力
な
比

定
地
の
な
い
郷
名
も
あ
り
、
特
に
末
尾
の
「
小
荒
・
大
荒
・
津
九
」
に
つ
い
て
は
従
来
明
確
な

ま
た
延
喜
式
で
は
、
宗
像
郡
内
の
駅
名
と
し
て
「
津
日
・
席
打
」
が
伝
わ
り
、
沖
日
駅
に

つ
い
て
は
右
の
「
津
九
」
郷
と
の
関
係
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
津
九
」
は
現
在
も
福

津
市
に
地
名
が
残
る
「
津
丸
」
の
可
能
性
が
高
い
が
、
「
津
日
」
駅
（
高
本
和
名
抄
で
は

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
古
代
宗
像
郡
の
郷
名
・
駅
名
に
関
す
る
考
察
を
行
い
、
津
屋
崎
古

墳
群
や
宗
像
大
社
辺
津
宮
の
周
辺
部
に
関
心
が
集
中
し
が
ち
な
古
代
宗
像
郡
の
全
体

一
．
大
荒
郷
・
小
荒
郷

(
-
）
従
来
の
説
と
本
稿
の
想
定

和
名
抄
に
記
さ
れ
る
大
荒
郷
お
よ
び
小
荒
郷
に
つ
い
て
は
、
対
応
や
関
係
を
見
い
だ
せ

る
歴
史
的
な
地
名
が
明
ら
か
で
な
い
。
従
来
の
説
で
も
こ
れ
と
い
っ
た
説
明
は
な
く
、
『
大

日
本
地
名
辞
書
』
が
「
荒
」
の
字
の
共
通
性
か
ら
荒
自
郷
（
福
津
市
在
自
が
比
定
地
）
か

ら
分
か
れ
た
も
の
と
推
測
し
、
そ
の
近
隣
の
津
屋
崎
・
勝
浦
地
域
周
辺
に
比
定
し
て
い
る

の
が
目
を
引
く
程
度
で
あ
る

(
2
)。
し
か
し
、
「
荒
」
の
字
を
手
掛
か
り
に
荒
自
郷
あ
る
い

は
荒
木
郷
か
ら
大
荒
郷
·
小
荒
郷
が
分
か
れ
た
と
み
た
場
合
、
元
の
荒
自
郷
（
荒
木
郷
）

と
の
関
係
に
疑
問
が
あ
り
、
あ
ま
り
有
力
な
説
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
大
和

「
津
田
」
駅
）
と
の
関
係
に
な
お
若
千
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。

説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

例
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

国
城
上
郡
・
城
下
郡
な
ど
の
よ
う
に
上
下
や
前
後
と
い
っ
た
分
割
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、

元
の
郷
が
残
っ
た
ま
ま
さ
ら
に
大
小
の
字
を
付
し
た
枝
郷
が
分
か
れ
る
例
は
ほ
か
に
知

ら
れ
ず
、
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
大
荒
郷
に
つ
い
て
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』

（
田
島
村
、
貴
船
神
社
の
項
）
は
大
宮
司
の
館
址
に
存
在
し
た
と
い
う
貴
船
神
社
の
大
荒

神
と
の
関
係
を
想
定
し
て
い
る
が
、
小
荒
郷
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
本
稿
で
は
大
荒
郷
・
小
荒
郷
は
和
名
抄
の
書
写
過
程
で
文
字
が

変
化
し
た
も
の
で
、
本
来
は
大
島
郷
・
小
島
郷
で
あ
っ
た
と
想
定
し
た
い
。
『
和
名
類
緊

抄
』
は
源
順
が
編
纂
し
た
日
本
初
の
辞
書
と
し
て
名
高
い
が
、
良
質
の
写
本
に
よ
っ
て
原

撰
時
の
姿
が
現
在
に
伝
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
書
写
し
て
き
た
者
が
全
国
の
地
名
に

精
通
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
諸
写
本
の
間
で
文
字
の
異
同
が
散
見
し
、
ま

た
明
確
に
誤
り
と
言
え
る
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
容
易
に
窺
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
と

も
踏
ま
え
、
以
下
で
は
古
代
宗
像
郡
に
大
島
郷
お
よ
び
小
島
郷
が
存
在
し
た
と
み
る
こ

（
二
）
和
名
抄
の
郡
郷
名
に
お
け
る
「
島
」
「
荒
」

表
一
は
、
和
名
抄
の
主
要
な
写
本
で
あ
る
大
東
急
記
念
文
庫
本
（
急
本
）
お
よ
び
高
山

寺
本
（
高
本
）
（

3

）
に
お
い
て
、
郡
郷
名
の
「
島
」
お
よ
び
「
荒
」
字
に
異
同
や
誤
り
が
あ
る

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
う
ち
で
「
島
」
と
「
荒
」
と
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
例
は
見
い
だ

せ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
郡
郷
名
に
は
地
形
に
基
づ
く
「
島
」
字
が
つ
く
も
の
（
「
島
」
地
名
）

は
多
い
も
の
の
、
「
荒
」
字
が
つ
く
も
の
は
比
較
的
少
な
い
。
た
だ
そ
う
し
た
中
で
、
「
嶋
」

と
「
鳥
」
、
「
嗚
」
や
「
鴨
」
と
い
っ
た
漢
字
の
偏
の
誤
認
な
ど
、
「
島
」
や
「
荒
」
の
字
が
書
写

と
に
つ
い
て
、
さ
さ
や
か
な
考
証
を
行
い
た
い
。
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表一 『和名類栗抄』郷里部にみえる「島」「荒」字の異同

国名
郡名 郡名 郷名 郷名

読み 備考（関連史料等）
（急本） （高本） （急本） （高本）

摂津
嶋上 鳥上 もと「三嶋」を分割。

嶋下 鳥下 もと「三嶋」を分割。

駿河 富士 蔦田 鳥田 シマタ

武蔵 加美 小嶋 小鴨

上総 海上 鳴穴〔嶋穴〕
「嶋穴神社」 （延喜式神名帳）、「嶋穴神」 （日本三代実録、
元慶元 .5.17 条）、 「嶋穴駅」（延喜兵部式、 高本駅名）。

下総 印幡 鳥矢 鳴矢 （参考）

常陸 久慈 木前 木嶋

美濃 池田 小鳥〔小嶋力〕 「池田郡小島牧」（長保 3.6.26 平惟仲施入状案、平 -410)

信濃 水内 中嶋 中鳥 ナカシマ

上野 那波 韮束※ 荒束
ニラッカ

※急本「韮」の字の足は「‘’‘‘」。高本は那波郡を下野国に記す。
アラッカ

下野 都賀 三嶋〔三鴨力〕
高本は上野国山田郡に記載。 「みかものやま」（万葉集
3424 番）、「三鴨駅」（延喜兵部式）、「三嶋駅」（高本駅名）。

越後 頸城 原木 荒木 アラキ

紀伊 名草 八荒賀 荒賀 「鹿香郷」（古語拾遺）

阿波 板野 小嶋 小鳴 ヲシマ 「ロロロ〔板野力〕郡少嶋郷」（木研 5-20)

日向 児湯 児嶋

※ 「嶋」字以外は常用漢字に改め、異体字は異同として扱っていない。網かけは、正しいと判断される郡郷名。

※史料の略称については以下の通り。この他六国史等は通例に従った。

平—数字→平安遺文(-文書番号） 、 木研→『木簡研究』（号—頁）。

四

―
―
島
・
荒
・
原
（
参
考
）の
字
体
（
『
五
体
字
類Eか
ら
作
成
）

←ク
：
ぷ
尻

•
ー

・
令
ゑ
土 ･)-

一箕
喰
吐

tい
い
苫雇為
環
ん
あ
憂

島

り
（
図三
）、
こ
れ
ら
か
ら
、
か

字
も

「荒
」
と
似
通
っ
て
お

が
で
き
る
。

「
原
」
の
崩
し

と
い
う
読
み
を
記
し
て
お

り
、
本
来
の
郷
名
は
「
荒

木
」
で
、
書
写
の
過
程
で

ま

っ
た
こ

と
を
知
る
こ
と

「
原
木
」
に
変
わ
っ
て
し

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の

あ
ら
き

急
本
に
お
い
て
「
阿
良
木

」

い
て
は
、
高
本
の
「
荒
木

」

が
急
本
で
は
「
原
木
」
と

後
国
頸
城
郡
荒
木
郷
に
つ

の
過
程
で
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
例
を
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。「
島
（嶋
）
」
と

「荒
」
と
の
両
字
は
、
酷
似
す
る
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も

、

字
体
に
よ
っ
て
は
近
接

し
た
字
形
を
示
し
て
い
る
（
屈
三
）
。
ま
た
図
三
に
は
な
い
が
古
体
で
は
「
嶋」の
山

偏
は
左
上
に
位
置
す
る
場
合
が
多
く
、
山
冠
の
異
体
字
（「鴬
」
）も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
上
総
国
海
上
郡
で
は
和
名
抄
は
両
本
と
も
「鳴
穴
」
郷
の
存
在
を
記

し
て
い
る
が
、
延喜
式
の
駅
名
に
「
嶋
穴
」
、
神
名
帳
に
も
「嶋
穴
神
社
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
正
し
く
は

「嶋
穴
」
郷
で
、
「
嶋」
字
が
「
鳴
」
に
誤
ら
れ
た
も
の
と
判
断

で
き
る
。
美
濃
国
池
田
郡
で
は
、
同
じ
く
和
名
抄
は
「
小
鳥
」
郷
と
す
る
も
の
の
、

長
保
三
年
(10
0

1
)六
月
廿
六
日
平
惟
仲
施
入
状
案
（
平
＇
四一O
)に
「
池
田
郡

小
島
牧
」
と
み
え
、
本
来
は
「
小
嶋
（
島）」
郷
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い。
ま
た
、
越
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五

r.,' 
、
＊

な
り
崩
さ
れ
た
筆
跡
の
写
本
か
ら
の
書
写
を
経
て
、
現
在
に
伝
わ
る
和
名
抄
の
写

本
（
図
一
・
ニ
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
(
4
)
0

和
名
抄
の
宗
像
郡
の
郷
名
に
は
「
荒
自
」
「
荒
木
」
と
い
う
「
荒
」
字
が
付
く
も
の
が
既

に
二
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
に
引
き
ず
ら
れ
て
「
小
嶋
・
大
嶋
」
を
「
小
荒
・
大
荒
」
と
写
し
間
違

え
た
と
い
う
想
定
も
、
あ
な
が
ち
無
理
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

（
三
）
大
島
と
地
島

以
上
か
ら
、
比
定
地
の
定
ま
ら
な
い
見
慣
れ
ぬ
地
名
で
あ
る
和
名
抄
の「小
荒
・
大

荒
」
に
つ
い
て
、
本
来
は
「
小
嶋
・
大
嶋
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る

。

安
易
な
史
料
の

奇
緑

i

心
と
土H9ぷ
叫9
5

i
g

ん
と
g
a
岳
令

裏
せ
R
長
躙
息
閉
令
小
ら

喝
小
も
合1
介
ぷ
中
馬

愛
省
ば

家
を
年
ゑ9
5
"

逼
＊
＆
ャ
ぶm

t
E

科
を

図
四
宗
像
社
家
文
書
惣
目
録
（
部
分

）
（
「宗像
大
社
文
書
」
第
二
巻
よ
り
）

し
て
い
る
地
島
（
と
も
に
現
在
は
宗
像
市
）
で
あ
る
。

文
字
の
改
変
は
慎
む
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
宗
像
地
域
に
歴
史
的
に
大

島
・
小
島
と
称
さ
れ
た
島
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
妥
当
性
を
も
つ
も
の

と
考
え
る
。
そ
れ
ら
は
、
福
岡
県
（
筑
前
国）最
大
の
離
島
で
あ
る
筑
前
（
宗
像
）
大
島

と
、
大
島
の
東
に
位
置
し
て
響
灘
と
玄
界
灘
と
の
間
の
鐘
崎
沖
の
重
要
な
海
域
を
匝

大
島
に
鎮
座
す
る
宗
像
大
社
中
津
宮
の
存
在
を
記
す
文
献
史
料
は
、
八
世
紀
前
半

に
成
立
し
、
七
世
紀
後
半
以
前
の
こ
と
を
伝
え
る
と
み
ら
れ
る
記
紀
ま
で
遡
る
が
、
「大

島
」
自
体
の
初
見
は
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
ま
で
下
る
。
「
宗
像
社
家
文
書
惣
目

録
図
」
は
、
建
武
元
年
(

-三
三
四
）
三
月
廿
日
付
の
決
断
所
牒
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
所

お
き
の
み
し
ま

領
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
息
御
嶋
・
大
嶋
・
小
呂
嶋
・
小
嶋
」
が
み
え
る
（
図
四
）
。

こ
れ
が
宗
像
地
域
の
大
島
、
そ
し
て
小
島
の
初
見
で
あ
る
。

ま
た
、
十
四
世
紀
前
半
の
成

立
と
み
ら
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
』に
「大
嶋
」
、
「
正
平二
十
三
年
宗
像
宮
年
中

行
事
」
(
-
三
六
八
年
成
立
）
に
「
大
嶋
」
「
小
嶋
」
の
記
述
が
み
え
て
い
る

(
6
)0

言
う
ま
で
も
な
く
「
小
島
」
は
大
島
と
対
に
な
っ
た
認
識
に
よ
る
呼
称
で
あ
り
、
宗

像
地
域
の
近
海
に
並
ぶ
主
要
な
二
島
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
自
然
な
も
の
で
あ
る（図

五
）
。
一
方
、
地
島
の
「
地
」
と
は
「
沖
」
に
対
す
る
名
辞
で
あ
り
、
海
上
に
連
な
る
島
々
の

う
ち
手
前
の
島
を
「地
ノ
0
0
島
」
と
し
、
遠
く
の
島
を
「
沖
ノ00
島
」
と
呼
ぶ
こ
と

は
全
国
各
地
で
広
く
見
ら
れ
る(
7)o

辺
津
宮
や
神
湊
側
か
ら
見
る
と
大
島
と
地
島
は

扇
状
に
並
び
あ
ま
り
距
離
の
違
い
は
な
く
、
鐘
崎
か
ら
見
て
地
島
の
背
後
に
沖
ノ
島
が

位
置
す
る
。
「
地
島
」
と
は
鐘
崎
方
面
か
ら
の
認
識
に
基
づ
く
呼
称
で
は
な
い
か
と
推

察
さ
れ
る
。

近
枇
の
地
誌
(
8)
を
幡
け
ば
、
大
島
に
つ
い
て
は
、
『
筑
前
国
続
風
土
記
」
は
「
里
の
内 19 



図
五

古
代
宗
像
郡
と
そ
の
周
辺
地
図
（木
下
註
(
2
)論
文
を
改
変
）

逗紐中ヱ ゞ1'1J

轟
＂

に
五
の
名
あ
り
。
民
家
す
べ
て
二
百
余
、
商
人
海
人
ま
じ
れ
り
」
と
述
べ
、
『筑
前
名
所

閲
会
」
は
「
民
家
二
百
余
あ
り
。

商
農
交
り
居
れ
り

」
と
記
す
。
『筑
陽
記
』
で
は
「
凡

高
千
二
、
三
百
人
ノ
在
所
也
」
と
、
戸
数
で
は
な
く
人
口
を
記
し
て
い
る

。

そ
し
て
『
筑

前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
（
以
下「拾
遺
』
）
で
は
「
民
居
六
ヶ
所
〈
本
浦
・
新
浦
·
岩
瀬
・
中

江
・
津
和
瀬
・
中
津
和
瀬
〉
あ
り
。

人
家
凡
弐
百
舟
戸
、
農
商
漁
夫
相
雑
れ
り
。
（
中
略
）

田
圃
数
十
町
あ
り
て
土
地
沃
壌
な
り
」
と
し
て
い
る
。
多
少
の
時
期
差
は
あ
る
に
せ

の
か
も
し
れ
な
い
。

い
編
成
が
あ
っ
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い。

よ
、
近
世
を
通
じ
て
千
人
強
の
人
々
が
大
島
で
漁
業
や
農業

、

商
業
を
営
ん
で
い
た
こ

地
島
に
つ
い
て
は
、『筑
前
国
続
風
土
記
』
に
「
民
家
多
し。
山
の
か
た
は
ら
に
居
住

し
て
、
民
宅
せ
は
し
。（
中略
）
畠
の
み
有
て
、
水
田
は
す
く
な
し」と
あ
る
が
、
「
此
島
の

西
北
に
白
浜
と
い
ふ
所
あ
り
。

民
家
舟
四
五
軒
有
。

大
島
の
方
に
向
へ
り
」
と
も
あり

、

「筑
前
名
所
図
会
』に
も
「
民
家
三
十
軒
余
あ
り
。
白
浜
と
い
ふ
所
也
」
と
記
さ
れ
る
。

『筑
陽
記
』
に
は
島
全
体
で
「
凡
四
、
五
百
人
ノ
在
所
也
」
と
記
さ
れ
、
特
に
白
浜
浦
が

「人
数
半
バ
居
住
此
ノ
所
」
と
さ
れ
て
い
る
。
大
島
の
半
分
以
下
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、

古
代
の
郷
は
五
十
戸
一
里
（
郷
）
の
原
則
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
た
人
的
編
成
を
甚

本
と
し
て
お
り
、
平
均
し
て
一
郷
千
人
か
ら
千
五
百
人
程
度
の
人
口
が
見
込
ま
れ
る

(9
)
。
戸
籍
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
住
民
が
い
な
い
場
合
郷
は
な
く
、
住
民
が
少
な
い場

合
は
他
の
郷
の
一
部
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
ま
で
の
人
口
の
増
減

に
つ
い
て
は
今
後
詰
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
海
上
交
通
に
よ
っ
て
栄
え
た
古
代

宗
像
地
域
に
お
い
て
、
大
島
や
地
島
で
も
あ
る
程
度
の
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
て
不
思

議
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
地
島
と
大
島
と
で
は
ど
う
し
て
も
人
口
差
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
が
問
題
と
な
る
が
、
離
島
と
い
う
条
件
を
考
慮
し
て
一
郷五十
戸
の
原
則
に
よ
ら
な

な
お
、
次
号
で
触
れ
る
予
定
の
「津
九
」
郷
を
駅
家
と
の
関
係
か
ら
特
殊
な
も
の
と

し
て
理
解
す
れ
ば
、
小
島
郷
・
大
島
郷
は
和
名
抄
で
宗
像
郡
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
も
離
島
と
し
て
地
理
的
に
他
郷
と
は
異
質
な
郷
で
あっ
た
こ
と
に
由
来
す
る

地
島
で
も
あ
る
程
度
の
人
口
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

と
が
窺
わ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
九
世
紀
頃
の
郷
名
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
和
名
抄
の
「
小
荒
・
大

荒
」
を
「
小
嶋
·
大
嶋
」
と
み
て
よ
け
れ
ば
、
大
島
・
小
島
両
郷
（
里
）
は
八
世
紀
に
も

存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
宗
像
郡
の
郷
名
で
八
世
紀
に
遡
る
も
の
と
し
て

は
、
正
倉
院
文
書
の
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
十
一
月
十
七
日
の
造
寺
所
公
文
（
知

識
優
婆
塞
貢
進
文
）
（

1
0）
に
み
え
る
「
荒
城
郷
」
が
、
和
名
抄
の
荒
木
郷
に
合
致
す
る

(
1
1
)。
ま
た
、
『
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
』
所
引
の
「
西
海
道
風
士
記
」
に
は
「
深
田
村
」

と
の
記
述
が
あ
り
、
仮
に
こ
れ
が
八
世
紀
の
風
土
記
の
文
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
深
田

郷
の
「
深
田
」
と
い
う
地
名
（
現
宗
像
市
深
田
）
が
八
世
紀
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
で
の
想
定
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
和
名
抄
は
大
島
と

地
島
お
よ
び
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
々
に
関
す
る
最
古
級
の
文
献
史
料
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
従
来
、
大
島
に
つ
い
て
は
既
に
弥
生
時
代
以
来
人
間
の
活
動
の
痕
跡
が
あ

り
な
が
ら

(
1
2
)、
中
津
宮
に
関
す
る
記
載
以
外
は
古
代
史
料
が
な
く
、
地
島
に
至
っ
て

は
古
代
史
料
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
古
代
の
大
島
や
地
島
に
つ
い
て
は
、
郷
が
存
在
し

な
い
人
居
ま
ば
ら
な
地
域
と
し
て
で
は
な
く
、
一
定
の
人
間
集
団
が
存
在
し
た
も
の

と
し
て
認
識
し
、
古
代
宗
像
郡
の
全
体
像
を
描
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

は
「
諸
郷
文
書
三
通
一
巻
」
の
う
ち
に
み
え
る
。

(
l
)池邊
禰
『
和
名
類
緊
抄
郡
郷
里
駅
名
考
証
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
和
名
抄
所

載
の
郷
名
と
他
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
八
世
紀
前
半
の
郷
名
と
は
八
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
一
致
し
、

同
じ
く
八
世
紀
後
半
と
は
九
0
•
四
ハ
ー
セ
ン
ト
が
一
致
す
る
。
な
お
駅
名
に
つ
い
て
は
九
軋
紀
に
お

け
る
駅
路
の
再
編
を
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
今
は
措
く
。

(
2
)吉田
東
伍
『
増
補
大
日
本
地
名
辞
書
』
冨
山
房
、
一
九
七
一
年
、
初
版
一
九
〇
一
年
。
木
下
良
「
律
令

制
下
に
お
け
る
宗
像
郡
と
交
通
」
（
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
、
古
代
・
中
世
・
近
世
、
一
九
九
九

(
3
)急本
は
室
町
中
期
を
降
ら
な
い
時
期
の
書
写
と
さ
れ
、
二
十
巻
本
の
完
本
と
し
て
は
最
古
の
写

本
で
あ
る
。
高
本
は
二
十
巻
本
の
う
ち
の
一
部
で
あ
る
が
、
郷
名
を
載
せ
る
最
古
の
写
本
で
、
院
政

期
（
十
二
世
紀
頃
）
の
書
写
と
さ
れ
る
（
馬
渕
和
夫
編
著
「
古
写
本
和
名
類
緊
抄
集
成
』
勉
誠
出

(
4
)『
和
名
類
緊
抄
』
の
成
立
や
系
統
に
つ
い
て
定
説
は
未
だ
定
ま
ら
な
い
状
況
だ
が
、
最
も
古
い
高
本

で
さ
え
、
源
順
に
よ
る
原
本
を
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
編
纂
段
階
で
源
順

が
原
資
料
か
ら
地
名
を
書
き
写
し
た
時
点
で
、
既
に
誤
り
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ

(
5
)『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
（
宗
像
大
社
復
輿
期
成
会
、
一
九
九
九
年
）
。
応
永
十
六
年
(
-
四

0
九
）

に
大
宮
司
宗
像
氏
経
が
編
纂
し
、
十
七
世
紀
前
半
に
社
僧
長
賀
が
書
写
し
た
も
の
。
決
断
所
牒

(
6
)『
宗
像
大
菩
謹
御
縁
起
」
（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
三
巻
、
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
二
0
0

九

年
）
で
は
、
第
二
神
の
瑞
津
姫
の
居
所
を
「
今
琥
大
嶋
是
也
」
と
記
す
。
「
正
平
一
一
十
三
年
宗
像
宮

年
中
行
事
」
（
同
書
）
で
は
、
「
中
御
嶋
」
を
説
明
す
る
割
注
に
「
宗
像
前
大
嶋
是
也
」
と
あ
り
、
ま

た
末
社
の
一
っ
「
厳
嶋
社
」
に
も
傍
書
し
て
「
小
嶋
」
と
し
て
い
る
。
応
安
年
間
(
-
三
六
八
＼
一
三
七

。

、
つ 版

、
―1
0
0八
年
。
池
邊
註
(
1
)前
掲
書
）
。

年
）
は
こ
の
説
を
適
当
と
す
る
。
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四
）
の
成
立
と
い
う
『
応
安
神
事
次
第
』
（
同
書
）
に
も
、
「
大
嶋
神
人
」
（
春
大
祭
事
）
、
「
大
嶋
法

花
」
(
+
月
）
、
「
大
嶋
御
神
楽
事
」
(
+
―
一
月
一
日
）
、
「
大
嶋
ノ
五
位
」
(
+
二
月
廿
五
日
政
所
九
間

(
7
)例
え
ば
兵
庫
県
た
つ
の
市
（
旧
揖
保
郡
御
津
町
）
沖
に
は
、
沖
へ
と
順
に
地
ノ
唐
荷
島
・
中
ノ
唐
荷

(
9
)澤田
吾
一
『
奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
』
柏
書
房
（
復
刻
版
）
‘
-
九
七
二
年
、
初
版
一
九

二
七
年
。
鎌
田
元
一
「
日
本
古
代
の
人D
」
『
律
令
公
民
制
の
研
究
」
塙
書
房
、
―

1
0
0
一
年
、
初
出
一

九
八
四
年
。
坂
上
康
俊
「
奈
良
平
安
時
代
人
ロ
デ
ー
タ
の
再
検
討
」
『
日
本
史
研
究
』
五
三
六
、
ニ

0
0
七
年
。

（
坦
「
大
日
本
古
文
書
』
（
編
年
文
書
）
第
三
巻
五
九
0
頁
。

⑪
荒
木
郷
は
宮
若
市
（
旧
鞍
手
郡
若
宮
町
）
上
有
木
・
下
有
木
に
比
定
さ
れ
る
。

（
騒
中
津
宮
に
近
接
す
る
ろ
く
ど
ん
遺
跡
は
弥
生
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
遺
跡
と
さ
れ

（
未
調
査
）
、
ほ
か
に
中
津
宮
境
内
な
ど
に
古
墳
時
代
の
貝
塚
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ

れ
て
い
る
（
宗
像
市
教
育
委
貝
会
『
大
島
御
嶽
山
遺
跡
』
宗
像
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
四

集
、
二
0
―
二
年
）
。
現
在
の
大
島
中
心
部
の
集
落
域
を
中
心
に
様
々
な
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
考
古
学
的
な
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
地
島
と
と
も
に
今
後
に
委
ね
ら
れ
る
。

(
8
)中村
正
夫
編
校
訂
『
宗
像
郡
地
誌
綜
覧
』
文
献
出
版
、
一
九
九
七
年
。

島
・
沖
ノ
唐
荷
島
が
並
ん
で
い
る
。

社
事
）
と
い
っ
た
記
載
が
み
ら
れ
る
。
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